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国連子どもの権利条約（UNCRC）が採択されて
から35年間にわたり、子どもに対する捉え方や
認識に根本的な変化が起きた。子どもは、公民
権や政治的権利を含む個人の権利を保有する
主体として認識されるようになったのである。

国際法では、子どもは自身の意見を尊重される
権利を有し、大人は耳を傾ける義務があるとして
いる。意見を尊重される権利は、子どもの公民権
や政治的権利を含む、子どもの権利の全面的な
実現に不可欠であり、また、大人が自身に影響
を及ぼす事柄に関し自由に自己表現する権利と
同等に重要である。だが、政治的権利や公民権
の低下を伴う状況下で、これらの権利は急速に
脅かされている。

子どもは一貫して、彼らが懸念する問題に対し、
参加・行動したいと私たちに訴え、示している。
世界中の子どもが、コミュニティのレジリエンス構
築、自身の防護の強化、社会の進歩の推進、政
治的変化の喚起、革新的な解決策の提案に貢
献している。

子どもの参加自体は権利のひとつだが、彼らの
より広範な権利の実現を促進する触媒でもあ
る。子どもの声の強化は、他の権利を求める彼
らの能力を高め得る。ただし、前提として、大人
の意思決定者が、協力的で影響力のある存在と
いう重要な役割を担う環境が整ってなければな
らない1。

「持続可能な開発のための2030アジェンダ
（2030アジェンダ）」の野心的な目標を達成する
ために残された時間は6年しかなく、子どもの参
加に焦点を当て、投資することが急務である。そ
れは子どもの権利拡大の停滞した状況の打開を
促すだけでなく、広く社会に恩恵をもたらす可能
性もある。力づけられ、知識を得た子どもは、積
極的に社会に貢献する責任感のある大人へと成
長する。逆に、特にユースの間で2、公共機関へ
の不信感が高まり、社会の結束が弱まっている
今、子どもの参加を支援・奨励しないことは、積
極的な市民や市民生活から離れた大人世代を
生むことにつながる危険がある。

子どもの参加の状況

UNCRCの採択以来、子どもの市民参加の価
値に対する理解と、意思決定者の取り組みが
促進された。世界中であらゆる規模のキャン
ペーン・政策プロセス・意思決定に子どもが積
極的に参加した実例が数多く記録されている
3。

多くの国が、法・政策・プログラムの枠組みを
開発し、地方・国・地域・世界レベルで意思決
定への子どもの参加を支援する仕組みが確立
されてきた。しかし、こうした取り組みは、子ど
もの参加を効果的かつ制度的に実現すること
を保証してはいない。子どもの参加政策が施
行されていても、構造や制度の面で十分で持
続可能な公的投資に支えられていない場合が
多い。進展は、全ての子どもの意見が尊重さ
れる有意義な機会創出には至っていない。

本ポリシーブリーフは、公的な意思決定への
子どもの制度的で、有意義かつ公平な参加を
妨げる障壁について論じることを目的とする。
本書は、「Joining Forces（力を結集させる）」
の2021年報告書We’re Talking, Are You 
Listeningを基に、子どもの参加に対する公的
予算編成に光を当てるものである。7カ国での
子どもとのコンサルテーションと、内3カ国の子
どもの参加に関する法的・政策的・予算的分
析に基づき、子どもの参加を構造や制度に組
み込む方法と、法的・政策的取り組みを有意
義で倫理的な子どもの参加を促進しつつ公的
予算に反映させる方法について、政府に洞察
と提言を提示している。

子どもたちを議論の場に: 子どもの参加する権利への投資

要約

https://joining-forces.org/wp-content/uploads/2021/01/policy_brief-We_re_Talking-Are_You_Listening-EN.pdf
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全体に対し、財政投資と政治的意思の強化を
要求する活動を展開している。

特に、政府に対し以下を要請する。

子どもの権利を保障し、彼らに対する暴力を根絶するために彼らと協力する6つの大規模な国
際NGOのネットワーク組織であるJointing Forcesは、子どもを活動の中心に据えて、子どもが
声を上げ、変革の担い手として行動し、私たちや責任者に説明責任を求めるのを支援し、子ど
もが直面する問題の解決策が、彼らの経験や意見を反映したものとなるよう活動している。

子どもを軸に据えた組織は、様々な場面で子どもの意見が尊重されるよう、実践的な方法を推
進し、安全で有意義な形でそれを実施する方策を学ぶことを促進する上で、重要な役割を果た
してきた。私たちは、子どもと協力し、国際フォーラムに至るような国際的な取り組みを補完す
る、地方・国・地域レベルでの子どもの参加を支援する動きを広げている。

Joining Forcesとは

子どもが語った内容に導かれ、また感化され
たJoining Forcesの各組織は、「行動要請」
を軸に、意思決定プロセスへの子どもの制度
的な参加を促すため、政府および国際社会

UNCRCが定める通り、子どもの意見が尊重される権利、および公民権と政治
的権利を保証する法的・政策的な枠組みを強化すること

公平で包摂的な子どもの参加のための構造と仕組みを確立し、制度化すること

部門横断的に、また政府の全てのレベルにおいて、子どもの参加の仕組みに投
資すること

意思決定に参加するために子どもの能力・自信・知識を強化すること

子どもの有意義で倫理的な参加を促進・実現させる大人の能力と意欲を支援す
ること

Terre des Hommes
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子どもとユースの参加は権利であるだけでな
く、基本原則です;つまり、私たちの意見は考
慮されなければならないのです。私は、政府・
ドナー・市民社会に対し、公的な意思決定に私
たちが参加できるよう、真の安全な場の創出
を求めます。私たちが自信と安全を保持して
参加権を行使できるよう、必要な全ての情報
が盛り込まれることが当然必要です。

多くの子どもとユースが、リーダーシップを発
揮し、コミュニティを劇的に変えていくのを確認
してきたため、私は楽観的に未来を考えてい
ます。

そのため、子どもとユースが、各国が求める変
化の主役であると確信しています。私たちは、
障壁が崩れ、全ての子どもとユースが、蔑ま
れたり、見下されたりせずに、意見を述べ、考
えを表現できる日が来るよう、今後も活動を続
けていきます。

本序文執筆にて、私は各国とその当局に対
し、子どもとユースが成長し、参加権を完全に
行使できるよう、必要な政策の実施に関与す
るためのツールと機会を私たちに提供するよう
強く求めます。 従来の概念を超えてものを考
える能力は、私たち子どもとユースが持つ特
別な能力であり、大人はそれを認識・強化しな
ければなりません。

Jimena、16歳。
ユースリーダー、ペルー4

Alianza Nacional de Líderes de 
Transformación -National Alliance of 
Transformation Leaders (ANALIT、トランス
フォーメーション・リーダーズ全国連盟)代表

序文

この重要な報告書を紹介させて頂くことは、非
常に光栄で名誉に感じます。子どもやユース
が、積極的な社会の一員として参加を拡大し
ていることは、大変前向きで、変革をもたらす
ものです。これは、社会、もしくは世界における
私たちの役割に対する認識の進化を反映して
おり、私たち自身に直接影響する決定に影響
を与えられるようになるだけでなく、より良い世
界を築く上で重要な役割を担うための力づけ
にもなります。

子どもとユースは、参加することで、様々な視
点や経験を提示し、彼らの多様な意見は、複
雑な問題に対処し、現在の課題に対する革新
的な解決を導くために不可欠です。私たちは、
意思決定の場において、自らの意見を表明す
る子どもやユースの増加を目の当たりにして
います。これは、多くの人びとや組織が変化を
提唱し、意思決定の場に私たちの参加を求め
てきた結果です。

より多くの子どもとユースが社会に参加するよ
うになるにつれ、私たちは、参加し、意見を聞
いてもらう権利を効果的に実現することを妨げ
る様々な困難にも直面しています。私は、大半
の国の既存の制度は、友好的・代表的・包摂
的な形で私たちを参加させるように設計されて
いないと考えています。

残念ながら、多くの大人が、私たちが意思決
定に有意義に参加するには若すぎたり、未熟
過ぎだと考えています。これが障壁となり、私
たちの意見は真剣に聞いてもらえず、私たち
の考えや見解は考慮されないことが多いので
す。民主主義の生活や市民参加について学ぶ
機会の欠如が、私たちを無知で無関心な存在
にしてしまいます。にしてしまいます。
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UNCRCが認める通り、子どもは重要な洞察・
視点・考えを持っており10、意見を表明する有
意義な機会があれば、子どもはよい解決策や
子どものためのサービス、子どもに配慮したプ
ロセスや決定に貢献できる。意思決定プロセ
スへの参加は、子ども自身にとっても有益であ
り、批判的思考力･コミュニケーション能力･問
題解決能力を培うことができる11。

子どもをコミュニティの発展に関与させること
は、彼らの権利を支持するだけでなく、社会全
体にとって長期的な恩恵をもたらし得る。

はじめに

UNCRCの採択以後、35年間にわたり、子ども
5に対する捉え方・認識に根本的な変化が起
こった。子どもは、公民権や政治的権利を含
む個人の権利を保有する主体として認識され
るようになったのである。

UNCRCは、子どもは意見を尊重される権利を
有することを国際法に明記した。UNCRCに署
名・批准した各国は、全ての子どもが自身に
影響を及ぼす決定に参加する権利を有し、意
思決定者がその意見に耳を傾け、考慮するこ
とを求める権利を有することを認めた6。「2030
アジェンダ」の下、各国は子どもを「変革の担
い手」として認識することも約束した。

子どもの参加7自体は権利の一つだが、彼ら
のより広範な権利の実現を促進する触媒でも
ある。子どもの声の強化は、他の権利を求め
る彼らの能力を高め得る。ただし、前提とし
て、大人の意思決定者が、協力的で影響力の
ある存在という重要な役割を担う環境が整っ
てなければならない8。

子どもは一貫して、彼らが懸念する問題に対
し、参加・行動したいと私たちに訴え、示してい
る。世界中で、子どもが主導する世界・国家レ
ベルのキャンペーンが展開されている。近年、
子どものアクティビストたちは、気候危機や反
人種差別、銃規制等の問題について、大々的
にキャンペーンを展開している。彼らは、コミュ
ニティのレジリエンス構築、自身の防護の強
化、社会の進歩の推進、政治的変化の喚起、
革新的な解決策の提案に貢献している。

また、子どもの意見を尊重することが、よい政
策や意思決定につながる証拠も示されている
9。

Save the Children
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エンパワーメントされ、知識を得た子どもは、積
極的で責任感のある社会の一員へと成長し、コ
ミュニティや国家の全体的な発展と幸福に貢献
する。逆に、公共機関に対する不信感が高まり、
特にユースの間で12、社会の結束が弱まってい
る今、子どもの参加を支援・奨励しないことは、
積極的な市民や市民生活から離れた大人世代
を生むことにつながる危険がある。

政治的権利や公民権の低下や子どもの権利拡
大の停滞、「2030アジェンダ」達成に向けた取り
組みの活性化と加速化が急務であることを背景
に、子どもの参加に焦点を当て、投資することの
重要性は明白だ。

子どもの参加の状況

UNCRCの採択以来、子どもの意見が尊重さ
れる権利が大きな進展がみられた。子どもの
市民参加の価値に対する理解と、意思決定者
たちの取り組みが促進された。多くの国が法
的・政策的・プログラム的な枠組みを整備し、
地方・国・地域・世界レベルでの意思決定への
子どもの参加を支援する仕組みが確立され
た。

しかし、これらの前進が必ずしも全ての子ども
が意見を尊重される有意義な機会を保証して
はいない。子どもは、自身に影響を及ぼす政
策決定プロセスにおいて、真剣に扱われな
い、または意見を聞いてもらう場が与えられな
いことが多い。子どもの参加のための仕組み
は、存在しない・利用できない・子どもに配慮さ
れていない場合が多く、子どもが参加への支
援を得られない場合もある。大人が有意義な
子どもの参加を促進するスキルや能力を欠い
ていることも多い。公民権・政治的権利を行使
する際、多くの子どもが困難や障壁に直面す
る。これは、障害・家族状況・ジェンダー・言
語・人種/民族性により、多重的な不平等や差
別に直面する子どもの場合、特に深刻である
13。

そのため、政府の取り組みは、子どもの参加
を効果的かつ制度的に実現することを保証し
てはいない。子どもの参加政策が施行されて
いても、構造や制度の面で十分で持続可能な
公的投資に支えられていない場合が多い。

子どもの参加には、適切なリソースと資金が
不可欠である。資金が確保され持続可能であ
ることは、子どもの参加を保証するプラット
フォームの確立後、それが継続されるかを決
定する重大な要素であると判明している
14。UNCRCの下で、各国は、全ての子どもの
権利の実現を公的予算で支援する義務を負っ
てはいるが15、子どもの参加に充当されるリ
ソースが不十分であることはよくある。

Save the Children
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子どもの参加を実現するための仕組みは、公
的機関できちんと予算化されておらず、そのた
め効果的で包摂的に、有意義な参加を実現す
る方法で機能することができない。

「私たちに影響を与える決定は、大
人と私たちで一緒に決めたい!」

女の子、セネガル、フォーカス・グループ・ディ
スカッション（FGD）参加者

本ポリシーブリーフは、公的な意思決定への
子どもの制度的で、有意義かつ倫理的な参加
を妨げる障壁について論じることを目的とす
る。本書は、子どもの提言からみた子どもの参
加の障壁と機会を明らかにしたJoining 
Forcesの2021年報告書 We’re Talking, 
Are You Listeningを基に、子どもの参加
に対する公的予算編成に光を当てるものだ。

7カ国での子どもとのコンサルテーションと、内
3カ国の子どもの参加に関する法的・政策的・
予算的分析に基づき、子どもの参加を構造や
制度に組み込む方法と、法的・政策的取り組
みを有意義で倫理的な子どもの参加を促進し
つつ公的予算に反映させる方法について、政
府に洞察と提言を提示している。

「私たちが何度も伝えてきた最も重
要なことのひとつは...私たちの声
を聞いてほしいということです」

女の子、ペルー、FGD参加者

子どもの権利を保障し、彼らに対する暴力を
根絶するために彼らと協力する6つの大規模
な国際NGOのネットワーク組織であるJointing 
Forcesは、子どもを活動の中心に据えている; 
子どもが声を上げ、変革の担い手として行動
し、私たちや責任者に説明責任を求めるのを
支援し、子どもが直面する問題の解決策が、
彼らの経験や意見を反映したものとなるよう活
動している。

Joining Forcesの各組織は、「行動要請」を軸
に、意思決定プロセスへの子どもの制度的な
参加を促すため、政府および国際社会全体に
対し、財政投資と政治的意思の強化を要求す
る活動を展開している。

子どもを軸に据えた組織は、様々な場面で子
どもの意見が尊重されるよう、実践的な方法を
推進し、安全で有意義な形でそれを実施する
方策を学ぶことを促進する上で、重要な役割
を果たしてきた。私たちは、子どもと協力し、国
際フォーラムに至るような、国際的な取り組み
を補完するような、地方・国・地域レベルでの
子どもの参加を支援する動きを広げている。

Joining Forces の行動要請

1

Terre des Hommes

https://joining-forces.org/wp-content/uploads/2021/01/policy_brief-We_re_Talking-Are_You_Listening-EN.pdf
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本書のために実施された子どもとのコンサル
テーションでは、子どもが意思決定にどう関わ
りたいと考えており、また、既存の子どもの参
加の仕組みを通じて、意見を尊重される権利
をどの程度行使できている（いない）かについ
て、彼らの考えを聞くことを目指した。

7カ国（エルサルバドル、インドネシア、ケニア、
ペルー、フィリピン、セネガル、ウガンダ）の12
～17歳の150人超の子どもを対象に、コンサ
ルテーションを実施した。調査結果では、彼ら
に用意されている既存の仕組み、彼らがそれ
らを利用する際に直面する困難や障壁、そし
て彼らの変革へのビジョンを考察している。コ
ンサルテーションに関する詳細は、添付資料
を参照のこと。

参加の機会の差異

子どもは、様々な子どもの参加の構造や意見
を表明する機会を把握していた。例えば、地
域・準地域・国・地方レベルで政府と連携して
いる子ども・思春期の若者諮問コンサルテー
ション会や子ども議会等を挙げていた。いくつ
かの国の子どもは、フィリピンの子ども保護市
議会やペルーの子ども・思春期の若者保護局
等、児童虐待の防止・対応を目的とする、地方
自治体が設置した委員会に参加していると述
べた。インドネシアなどの一部の国の子ども
は、立法改革に子どもが関与する仕組みにつ
いて認識していた。こうした制度的な子どもの
参加に加え、彼らは、国内・国際的な「子どもの
日」の祝典等、市民生活への各種の散発的な
参加機会についても言及した。

「私はチョリージョに住んでいて、
湿地帯の環境保護団体に参加し
ています。私たちは子どもとして、
チョリージョとリマの市長とコンサ
ルテーションし、湿地帯の改善策を
提案します。また、リマ市が運営す
るいくつかの環境保護団体にも参
加しています」

女の子、ペルー、FGD参加者

だが、コミュニティの意見を反映させることを目
的とした参加型プロセスを含め、意思決定の
際に子どもが外されることに対する不満の声
もあがった。

子どもたちが語ったこと

World Vision
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「参加の余地に関して、私の村
は...うまく進んでいません。例え
ば、私の村はムスレンバン（参加
型計画プロセス）に子どもを参加さ
せていません。ムスレンバン自体
は子どもの参加を排除するもので
はないのですが、私の村のムスレ
ンバン会議には私たちの希望を聞
いてもらえる場はありません。現状
では、ムスレンバンに呼んでもらえ
るという言葉だけです」

女の子、インドネシア、FGD参加者

参加の経験を振り返り、子どもが参加の成果
をどう感じたかは様々だった。例えばインドネ
シアでは、子どもが公開コンサルテーションの
一つである、法案を審議する公聴会に呼ばれ
たが、新法の審議・改正・施行の段階には参
加できなかった。そのプロセスで自分が述べた
意見や提案が必ずしも考慮されてはいないと
感じた子どもがいた一方、意見が取り入れら
れ、良い結果につながったと感じた子どももい
た。

「従前の児童法の改正の検討に際
して、私たちは新しい法律に対す
る意見を求められました。最終的
にまとめられた新しい法律には、
私たちの意見が反映されているこ
とが明らかでした」

男の子、ケニア、FGD参加者

特に学校は、児童生徒会、話し合い、児童クラ
ブなどを通じて、学校内の方針決定に生徒が
関わることで、子どもの参加を促す場として認
識されている。 これらの仕組みは、学校の方
針を決定をする機能を果たす以上の意味があ
ることが多い: 子どもの自信やリーダーシップ
能力を育み、彼らが関心を持つその他の事柄
についての意見を共有する基盤を構築する。
ペルーなどのいくつかの国では、地方自治体
や地域も、子どもの意見を子どものためのプロ
グラムや政策決定に反映させるために、学校
を基盤とするこれらの仕組みを活用している。

World Vision
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「先生は子どもが参加できるように
教えます。子どもの参加に対して、
先生は大きな役割を果たします」

女の子、ウガンダ、FGD参加者

参加への障壁

コンサルテーションに参加した子どもは、家
庭・コミュニティ・機関・国家レベルにおいて、
自身や他の子どもが意思決定プロセスに参
加・意見を考慮されることを妨げる様々な障壁
を認識していた。それらの障壁は、社会・経
済・政治的な要素に起因する。

例えば、保護者やコミュニティが、子どもは世
の中をよく理解しておらず、意見を聞く必要は
ないと考えており、子どもにとって重要な問題
でさえも、子どもに意見を聞かないという説明
をした子どももいた。「子どもは大人が話してい
るときは静かにしなければならない」、「大人の
決定に子どもは従わなければならない」といっ
た社会規範が、多くのコンサルテーションで確
認された。

「子どもの参加の有益性を理解し
ない保護者もいます。子どもが発
言しようとすれば、黙らせようとす
るのです」

男の子、ウガンダ、FGD参加者

「私たちは大人が『お前はまだ若く
て、世の中を全然理解してない』と
言うのをよく聞きます。ですが、子
どもは自身に関わる問題につい
て、大人よりも理解しています」
女の子、フィリピン、FGD参加者

「子どもは判断できないから、話
し合いの場を設けて、参加させる
必要はないと考える大人がいま
す」

男の子、ケニア、FGD参加者

Save the Children
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子ども自身、有意義に参加するための主体
性・自信・知識が自分には欠けていると感じて
いるかもしれない。提案が却下されることへの
不安や、意見を述べたことで攻撃・嘲笑・いじ
め・偏見を受けることへの恐れを訴える子ども
もおり、こうした懸念が参加をためらう要因で
ある。

「否定に対する恐れも、子どもが感
じたことや、テーマに対する意見を
表明するのをとどめる要因と成り
得ます..意見を否定または評価さ
れるのが怖いのです」

男の子、エルサルバドル、FGD参加者

「それらの集まりで写真が撮影さ
れ、それがソーシャルメディアで悪
用され、ネットいじめに遭うのを恐
れて、参加しない子どももいま
す」

女の子、ウガンダ、FGD参加者

招集された会議への公平で包摂的な参加を保
証するための財源が不足しているという意見
も聞かれた。例えば、交通費等である。子ども
の参加に充てられる財源の欠如や不足は、有
意義で包摂的な参加を一層困難にする。

「地方自治体の財政難により、参
加する機会を与えられない子ども
もいます…」

女の子、フィリピン、FGD参加者

全ての子ども、特に不平等や差別を強く受け
る子どもの声が尊重されるのを保証すること
は、重大な試練である。障害を持つ子どもが
直面する参加の障壁は、コンサルテーション
の中で複数の子どもが特に懸念を示した問題
である。

「聴覚障害や視覚障害がある子ど
もたちは、一般的に学校やコミュニ
ティでの活動から除外されていま
す」

女の子、ウガンダ、FGD参加者

「特にコミュニケーションを強化す
る必要があると思います。全ての
子どもと思春期の若者は一人ひと
り異なり、コミュニケーションの方法
も違います。例えば、聴覚障害者
や視覚障害者、また発話障害者も
います。彼らとのコミュニケーション
を可能にし、参加を促す方法を考
えなければいけません」

女の子、ペルー、FGD参加者

プラン・インターナショナル
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子どもが参加する会議が開催される場所への
交通手段の確保が困難で高額になる場合が
あるために、地方の遠隔地に住む子どもに
とって、参加が困難になることもあり得る。遠
隔地に住む子どもは、サービスへのアクセス
が限られており、インターネット環境も悪く、デ
ジタル手段でつながりや参加を促進する機器
を所有・使用していないことが多い。

「どこでもじゃないけど、一部の地
方で自由な参加の障壁となってい
るのは、インターネットが普及して
ないことだと思う」

女の子、ペルー、FGD参加者

女の子や避難民の子ども、保護者の保護がな
い子ども、貧困層の子どもは、情報やリソー
ス、機会へのアクセスが限られ、参加権の行
使がほぼ不可能である。子どもは、これらの要
素がさまざまな仕組みに参加するための子ど
もの選定にどう影響するかを特に懸念してい
る。

「小さな集団だけでなく、特別な事
情を抱える人びとにも配慮する必
要があるため、全ての子どもと
ユースが参加すべきだと思いま
す。障害者、男性も女性も含めた
全員が参加すべきです」

男の子、ペルー、FGD参加者

子どもの変革へのビジョン

全ての子どもが有意義に参加できるために何
を変える必要があるかについて子どもに尋ね
たところ彼らは様々な提言を挙げた。

全ての国で、子どもは、自身や他の子どもが
自信を持ち、参加できるように能力を強化させ
る重要性と、彼らが取り組む問題について、彼
ら自身が十分に理解する必要性を強調した。
また、彼らは、リーダーシップやコミュニケー
ション能力を高め、ビデオ会議でテクノロジー
を活用するため、能力強化・スキル研修・メン
ター制度を求めた。多くの子どもは、これらの
支援が、自身の主張を伝え、批判的思考力や
自己表現力、自信を培うために不可欠である
と感じていた。また、子どもの行動範囲を広
げ、参加の仕組みへのアクセス性を高めるた
め、資金や移動手段の支援の強化も求めた。

「十分な知識に基づいて発言でき
るよう、私たちは子どもとして、自
身を守る様々な法律や政策に敏
感にならなければなりません」

女の子、ケニア、FGD参加者

プラン・インターナショナル



13

「私たちが参加する組織は、当局
や会議の場で効果的に自己主張
できるよう、テーマに関する徹底的
な研修やリーダーシップや演説の
ワークショップを私たちに提供すべ
きです」

女の子、ペルー、FGD参加者

また、子どもの参加に対する大人の意識・支
援・支持の重要性も強調された。子どもは、参
加権を含む子どもの諸権利およびそれらを保
護することの有益性について、大人が理解を
深める必要性を指摘した。そして、意思決定者
がリーダーシップを振るい、子どもの意思決定
への参加を支援・奨励するよう求めた。同時
に、意思決定者自ら、様々な背景を持つ子ど
もに接するよう求めた。

「主要な当局者が現実を直に見
て、子どもや思春期の若者と交流
することで、現実を理解することが
重要です」

女の子、ペルー、FGD参加者

子どもは、参加の仕組みのテーマと形式の両
方を重視している。彼らは、自身の関心に合
致したり、自身の権利・責任に関わる、あるい
は子どもとその家族が直面する日常的な課題
に関するテーマや議論の領域を優先したいと
いう。また、物理・仮想の両空間で、子どもに
配慮した子ども中心のアプローチや空間、そし
て決定事項に関する感想や経過報告の入手
の重要性を強調した。

「既に話し合いの場は存在してい
ますが、より建設的な制度と併用
する必要があり、より体系的な報
告と経過対応が求められます。

提起される問題がいつも同じで、
ユースの懸念と合わないこともあり
ます」

女の子、インドネシア、FGD参加者

最後に、彼らは、子どもの参加が公平である
のを保証することの重要性を強調した。彼ら
は、アイデンティティ等の子どもが排除されや
すくなる要因に影響されず、全ての子どもが参
加できるよう、平等で差別のない機会を求め
た。

加えて、子どもは、ワークショップやその他の
場で彼らの意見を代弁する代表団を自由で公
正に選出する等、代表者を選出するための公
正なプロセスを求めた。

「障害を持つ子どもも参加を認めら
れるべきです; 彼らが話し合いの
場から外されていると感じることが
ないよう、彼らを包含すべきです。
また、彼らの提案も、子どもに対す
る暴力に対処する政策に組み込
むべきです」

男の子、ケニア、FGD参加者

「話し合いの場での、他の子どもを
代表するメンバーを自由で公平に
選ぶべきです。誰が話し合いの場
に行くかを決めるのは先生です。
でも、私たちは私たちの代表を自
身で選びたいのです」

男の子、ケニア、FGD参加者
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安全で倫理的な子どもの参加の実現には、子
どもの最大の利益と幸福を第一に考え、全て
の子どもが意見を述べ、彼らに影響する事柄
や決定に関与することができる、安全かつ有
意義で平等な機会と環境の創出が必要であ
る。また、対面・オンラインの両形式で、子ども
の参加型実践への参加に対するリスクを最小
限にすることも必要だ。

子どもの参加と保護は相互依存しており、同
時に考慮されるべきである。子どもを関与させ
る際には、彼らの安全と保護が最優先事項と
なる。これは、安全で包摂的な子どもの参加
を、子どもの選定から参加後の参加者評価と
経過措置まで、最高の実践水準を保つよう、
慎重かつ詳細で厳格な計画と準備を求めてい
る。 子どもが関わる催しの安全性の保障は、全て

の組織・団体の義務であり、また、それらが安
全基準を満たし、リスク管理をするためのリ
ソースと能力を備えていることも義務である。

子どもの参加と保護

2 Save the Children

ChildFund
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UNCRCの採択以来、多くの国が、国・地方レ
ベルの統治に子どもの参加を組み込むための
重要な行動を起こしている。だが、子ども自身
の証言やその他の証拠から、彼らの意見を尊
重される権利が制度的に保証されていないこ
とは明らかだ。その実態は、子どもの参加は
形式的・単発的なことが多く、脆弱な集団は排
除され、その影響力は制限されることが多い
16。

法律・政策・戦略・計画は、子どもの参加権を
保証する上で重要な要素である。しかし、十分
で持続的な資金なしには、子どもの参加の仕
組みは効果的・包摂的に機能することができ
ず、結果、子どもが意思決定に安全で有意義
かつ倫理的に参加することはできない。

本書の分析は、子どもの参加の仕組みにどう
リソースが配分されるかを理解することで、進
展が認められる部分と依然ギャップが残る部
分を明らかにすることを目指した。本分析の対
象として選ばれた3カ国、エルサルバドル・ペ
ルー・ウガンダはいずれも、子どもの参加の仕
組みを導入している。そのため、子どもの参加
に関する施策の進捗状況の政府を代表する

見解を提供してはいない。そうではなく、好事
例を示す機会を提供し、公的意志決定におけ
る子どもの参加の制度強化の課題や可能性
を明らかにするものである。

法律・政策

UNCRCの下、国家は、子どもに影響を与える
あらゆる事項について、子どもの意見が尊重
される法律や政策を定める義務を負う。国連
子どもの権利委員会は、子どもの参加を法律
や政策に明記することは、子どもの意見が尊
重される権利の行使に向けた重要な一歩であ
ると強調している17。

これは、「子どもの権利の主流化」に関する国
連事務総長ガイダンスノートでも明確に再度
言及されている18。

分析結果が示すもの

World Vision
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分析対象の3カ国全てが、子どもの参加に関
する規定を法律に盛り込んでいるが、その具
体性の程度は国毎に違う。3カ国全てが、子ど
もの参加に関する国家政策・計画・戦略を有し
ており、各国の関連する法律や政策は、特定
の子ども参加の仕組みについて言及してい
る。

好事例は、子どもの参加を全てのレベルで制
度化されるよう、その調整は主導当局が担当
すべきであることを示している19。分析対象と
なった3カ国すべてにおいて、複数の政府機関
と複数の政府レベルが子どもの参加に対する
責任を担っている。調整に関する分析は本調
査の対象外であったが、各国で子どもの参加
のための主導機関が指定されている。

子どもの参加の仕組み

政府は、子どもの参加の促進のため、様々な
仕組みやその他の取り組みを展開している。
これには、子どもオンブズパーソン（子どもの
権利救済機関）事務所、子ども・ユースコンサ
ルテーションや議会、子どもに配慮した苦情や
評価の制度、そして子どもに権利と責任に関
する知識を与え、エンパワーメントすることを
目的とする教育プログラム等が含まれる。

学校が生徒会や話し合いの場を導入し、学校
の方針やカリキュラムに関する決定に生徒が
関与する動きも加速している。様々な仕組み
の有効性には差があるという証拠があるもの
の20、概して、形骸化を回避するためには、参
加プロセスと仕組みを一貫性があり、継続的
なものにしなければならない21。

調査対象の3カ国全てで、子どもの参加の仕
組みが確認されたが、その形式と構造は異
なっていた。エルサルバドルとペルーは、代表
者選出制度を通じて子どもと思春期の若者と
コンサルテーションすることに重点を置き、地
区・郡・地域・全国の各レベルで子どもコンサ
ルテーションを設置している。この多段階構造
により、地方での要望を地域および全国レベ
ルの意思決定者に伝えることができる。両国と
も、子どもコンサルテーション会は国の法律ま
たは政策に言及されているが、こうした参加の
仕組みの設置・責任・構造・運営に関する詳細
の度合いは国毎に異なる。

ウガンダでは、学校・地方・地区・地域・国レベ
ルで部門横断的に、幅広い参加の仕組みが
国の「子どもの参加戦略」で言及されている。

プラン・インターナショナル
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しかし、それらは地方・地域・国レベルで子どもの
意見を反映させることを保証する明確な構造に
なっておらず、ばらばらで、短命になりがちだと批
判されている22。

予算

資金が利用可能であるかは、子どもの参加の仕
組みを持続性を左右する重大な要素であること
が判明している23。子どもの参加の仕組みへの資
金提供と予算決定の分析により、その仕組みの
機能に影響を及ぼし、ひいては子どもが意思決
定に有意義に参加する機会に影響を及ぼすいく
つかの課題が明らかになった。政府の各レベル
の機関の目的・優先行動・責任を定めた子どもの
参加のための計画や戦略が設定されているにも
かかわらず、分析された国家レベルの機関予算
には、子どもの参加の仕組みの組織化の支援や
その運営の保障のための予算配分が反映されて
いない。予算を細分化しなければ、子どもの参加
に対する公的支出を特定・追跡することは困難で
ある。

3カ国に共通する傾向として、子どもの参加の
ための予算は、広範な予算カテゴリーやプロ
グラムに組み込まれていることが挙げられる。
例えば、ペルーでは、子どもの参加のための
資金は、教育省の予算では「教育における市
民社会への参加強化」に、女性・弱者層省の
予算では「女の子、男の子、思春期の若者の
能力強化のための遊びを通じた介入と安全な
空間」に組み込まれている24。

調査対象国の準国家レベルでの子どもの参
加への予算の規模の決定は、各政府レベルで
の機関の数が多いこともあり、更に困難であっ
た。統制の枠組みにより地方当局の子どもの
参加に対する責任が定められていても、全て
の地方自治体が政策や計画においてそれを
優先してはおらず、また、予算に可視化された
子どもの参加のための割り当てが存在するわ
けでもない。ウガンダの場合、地方自治体の
予算は中央政府からの優先目標に関連した
交付金に大きく依存しており、その優先目標に
は子どもの参加は含まれない。こうした制約に
より、地方自治体の予算で子どもの参加のた
めに特定の活動を設けることが制限される。

子どもの参加関連予算に関連する支出の種
類の分析は、リソースがどう使われているかを
示唆する。3カ国全てで、支出の大半が「財お
よびサービス」であった。例えばペルーでは、
支出の大部分が参加場所での飲食費であっ
た。この結果は、子どもの参加のための資金
が、子どもの参加の構造や仕組みを強化し、
効果的に運用させるために使われていないこ
とを示唆している。例えば、子ども・大人・公務
員の能力開発、手段やツールの開発、情報共
有、技術支援等、効果的で倫理的かつ有意義
な子ども参加に不可欠な活動に対して予算が
割り当てられているかを確認することはできな
かった。

プラン・インターナショナル



18

調査対象国では、不十分で不適切なリソース
配分が、子どもの参加の仕組みの適用範囲・
機能・包摂性に影響を与えていると考えられる
根拠がいくつかある。例えば、ペルーでは、
様々な要因の中でもリソース不足が、一部の
自治体が子どもコンサルテーション会を設置し
ていないという事実に関係しているようだ。こ
の適用範囲の制約は、特に地方自治体にお
いて、多くの子どもの参加する機会に影響を
与えている。

予算を越えた課題

たとえ子どもの参加の仕組みが整い、運用す
るのに十分なリソースが存在しても、それらが
粗悪な仕組みで、全ての子どもの意見が尊重
される有意義な機会を創出しない可能性もあ
る。本書でコンサルテーションした子どもが強
調したように、子どもの参加の仕組みやプロセ
スの存在だけでなく、その質も重要である。全
ての子どもの参加は安全でなければならず
（ボックス2を参照）、仕組み・空間・プロセス
は、有意義で倫理的な参加を保証する形で設
計・実施されるべきである（ボックス3を参照）。
本調査で調査対象国での子どもの参加の仕組
みの質・有効性・包摂性を評価することは目的
外であったが、いくつかの洞察が得られた。

疎外されたコミュニティやアイデンティティに属
する子どもの代表性の欠如は、エルサルバド
ルとペルーにおいて、主要な情報提供者(KI)
が懸念事項として挙げており、子どもが表明し
た懸念とも一致した。参加の仕組みを利用す
る子どもの選出を規定する規制には、近年若
干の改善がみられるが25、参加に対し最も厚
い障壁に直面する子どもは、依然参加率が極
めて低い。エルサルバドルでは、障害のある
子ども、労働に従事している子ども、移民の子
ども、先住民の子どもなどが、子どもコンサル
テーションに参加する可能性が低い26。ペルー
では、KIが、全てのレベルの子どもコンサル
テーションが政治的アクターに操作されずに情
報を与えられ、また、代表者の選出が民主的
で、代表性を備えるようにすることの重要性を
強調した27。

また、子どもの参加の質や影響力を疑問視す
る声もあった。ペルーでは、子ども議会は意思
決定において依然、象徴的な役割を果たして
いるだけで、重要な役割を担ってはおらず、参
加の場は子ども主導や子どもに配慮した形で
はなく、型にはまった大人主導で運営されてい
るという認識がある28。ウガンダでは、あらゆる
状況における大人と子どもの間の力関係の問
題が、子どもが有意義に参加する上での主な
障壁として際立っており、家族やコミュニティが
子どもの参加を否定し、彼らの意見を考慮す
ることを拒んでいる29。

結社の自由を制限する措置が、子どもの参加
にどう影響するかを示す例も挙げられた。これ
らの観察結果は、子どもの参加権に影響を与
える幅広い傾向を示すものだ。世界各国の政
府が公共空間の制限のために講じた措置は、
子どもやユース主導の組織にとって特別に困
難な状況を産み出し、子どもの市民権や自由
を広く制限している30。

これら子どもの参加の仕組みに関する広範な
問題のいくつかは、コンサルテーション中に子
どもが表明した懸念の一部と重なり、リソース
の増強と適切な配分により部分的に解決でき
る可能性がある。例えば、地理的範囲の拡大
の促進や、子どもの参加に対する財政的障壁
の克服、または大人の進行役の能力開発へ
の投資等である。だが、これらの調査結果は、
子どもの参加に関わる社会規範や市民空間
の状態を含めた政治・社会・文化的環境の重
要性、および、子どもの参加の仕組みの設計
やその仕組みで用いられる手段が、有意義で
倫理的な参加を可能にするものであることの
必要性を明示している。
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法的・政策的枠組み

ペルーは、女の子・男の子・思春期の若者に関する多
部門国家政策（PNMNNA）を含む、子どもの参加に関
する強力な法律や政策を採用している。PNMNNAで
は、子どもや思春期の若者の参加に関する具体的目標
として、「子どもや思春期の若者の日常生活に関連する
様々な意思決定の場における参加を強化する」ことが
掲げられており、PNMNNAは、それに即した予算プロ
グラムを通じて実施され、その予算プログラムには規制
枠組みが設けられている。
PNMNNAの実施には、女性・弱者層省が調整役とな
り、多くの国家機関が関与しているが、15歳以上の思
春期の若者については、国家ユース政策の枠組みの中
で、国家ユース事務局も彼らの参加を促進している。こ
の構造は、他のセクターとの調整の効率性を低下させ
る可能性がある。

子どもの参加の仕組み

ペルーの主要な子どもの参加の仕組みは、地区・地方・
地域・国家レベルでのコンサルテーション参加の場であ
る「女の子・男の子・思春期の若者コンサルテーション
評議会（CCONNA）」だ。CCONNAの役割として、公共
政策の策定・規制提案に関するコンサルテーション・子
どもが関係する公共政策に関する意見の表明・子ども
の権利の尊重の監視等がある。CCONNAの運営は、
州・地区・地域政府によって支えられている。CCONNA
の多層構造は、地方の要望を地域、更には全国レベル
の議論に伝えることを可能にしている。地方および地域
レベルのCCONNAは、対話・討論・提案の場であり31、
上位レベルへの参加を希望する地区レベルの
CCONNAの代表で構成されている。CCONNAの全国
会議は、全国レベルで子どもや思春期の若者に影響を
及ぼす問題を優先し、公共政策の策定に反映させるた
めの場である。

予算

PNMNNAの実施には複数の部門が関与し、各部門
は、各機関の予算に子どもの参加のためのリソース分
を確保しなければならない。機関予算の分析から、子ど
もの参加に関連するが、それに特化したものではない3
つの項目が特定された（教育省予算の「教育における
市民社会への参加強化」、女性・弱者層省予算の「女の
子、男の子、思春期の若者の能力強化のための遊びを
通じた介入と安全な空間」、地域レベル予算の「子ども
と思春期の若者への支援」）。

これらの予算項目に区別がないため、子どもの参加に
特化したリソース配分を特定することが困難である。だ
が、既存の情報から、子どもの参加に対する資金は、
機関の予算の最小限の割合を占めるに過ぎないと言え
る。更に、子どもの参加に関連する予算は、主に
CCONNAの参加場所における飲食物等の財やサービ
スへの支出に充てられているようだ。この支出構成は、
リソースが機関の強化や公共政策に関する提唱活動に
充てられていないことから、参加構造とその運営を強化
する上で限界があることを示している。

リソースの制約は、CCONNAの機能性・有効性・影響
力に重大な影響を与える要因であるとみられる32。準国
家レベルでは、CCONNAの運営は限られてお
り、CCONNAが結成されていない自治体もある。この
適用範囲の制約は、特に地方自治体において、多くの
子どもが参加する機会に影響を与えている。

事例研究1: ペルー

プラン・インターナショナル
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法的・政策的枠組み

エルサルバドルは、子どもの参加に関する数々の法律
や政策を制定している。その中核となるのが、2023年
に採択された「共に成長しよう」という法律である。この
新法に基づき、エルサルバドルは新たな規制枠組みで
ある「幼児・子ども・思春期若者の包括的保護国家シス
テム」の実施を開始した。

「共に成長しよう」法は、幼児・子ども・思春期の若者を
優先し、彼らにリソースを提供する必要性を強調してい
る。同法は、子どもが関わる司法手続きと保護に関する
決定の両方において、子どもの参加を保証する仕組み
を確立した。また、市町村やコミュニティレベルにおける
子どもの参加の仕組みを示し、様々な組織の役割と機
能を定義している。「共に成長しよう」法は、エルサルバ
ドルの保護制度が、子どもの参加の仕組みと資金確保
に必要な規制と規範的機関を定義する機会を提供して
いる。

子どもの参加プログラムと仕組み

エルサルバドルの主要な子どもの参加の仕組みは、子
ども・思春期諮問コンサルテーション会（CCNA）であ
る。CCNAは、子どもと思春期の若者とのコンサルテー
ションを促進し、代表制プロセスを通じて彼らの意見を
意思決定者に伝えることを目的とする。CCNAは「共に
成長しよう」法で言及されているが、同法ではこの参加
の仕組みの形成・責任・構造・運営についての詳細は規
定していない。

エルサルバドルの子どもの参加の第2の仕組みはユー
スユニットである。ユースユニットの成果として挙げられ
たものの一つは、子どもの人権基盤の構築にむけたコ
ンサルテーションプロセスである。

教育部門は、子どもの教育を受ける権利の行使力強化
のために尽力してきた。2020年の全国調査では、3分
の1超の子どもとユースが、教育部門が最も参加度が
高い場であると回答した33。

子どもの参加のための予算

予算分析から、教育省・科学技術省、人権擁護司法長
官、幼児・子ども・思春期の若者のための国家会議の
予算の関連目標において、子どもの参加のために予算
を使う余地があることが判明した。しかし、子どもの参加
に特化したリソースの配分に関する詳細は入手できず、
関連する目的に配分されたリソースだけが把握できた。
確かなことは、子どもの参加に関連する目的のための
予算配分は非常に限られており、財やサービスの購入
に支出が集中しているということである。

事例研究 2: エルサルバドル

プラン・インターナショナル
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法的・政策的枠組み

ウガンダは、子どもの参加に関する法的・政策的な枠組
みを拡充し、子どもの参加権の強化に向けた重要な一
歩を踏み出した。国家子ども政策および国家子どもの
参加戦略（NCPS）は、ウガンダの取り組みの基盤であ
り、子どもの参加の実現に向けた明確な目標・目的・成
果が掲げられている。だが、この戦略は体系的に監督・
評価されていないため、戦略目標に対する進捗状況を
判断することはできない。

ジェンダー・労働・社会開発省（MGLSD）の調整と指導
の下、幅広い政府機関が子どもの参加に責任を負
う。MGLSDには、国内の子どもの参加状況の追跡・助
言・監督・調整を行う国家子ども局 (NCA) が設置され
ている。

子どもの参加プログラムと仕組み

NCPSは、学校・地方・地区・地域・国レベル、および部
門横断的に、幅広い包括的な子どもの参加の仕組みを
定めている。それらの仕組みのうち、いくつが実際に実
施されているかは不明だが、成果はいくつか確認されて
いる: 7つの地区の40校で子どもの権利クラブが結成さ
れたこと、子どもの権利に関する管理能力の向上、アフ
リカの子どもの日の記念行事の開催、9つの特定地区
における子どもの問題への対応状況を監視する「子ど
もの権利スコアカード」の製造等である34。

しかし、ウガンダでの子どもの参加は、依然、ばらばら
で一時的な取り組みであり、子どもの意見が地方・地
域・国レベルで反映されるのを保証する、明確に構造化
された子どもの参加の仕組みが存在しないことを示唆
する証拠がある35。

予算分析

NCPSは、政府は教育・保護・保健・社会開発等の主要
部門が、子どもの参加のための十分なリソースを充当
するようにさせるべきだと主張している。だが、国家・準
国家予算において、子どもの参加のための特定の介入
策に明確かつ十分な予算配分を提示することは依然、
課題である36。

NCAは、子どもの参加の追跡・助言する責任を担う主
要機関であるが、その組織予算内に子どもの参加のた
めの具体的なリソース配分に関する詳細は示されてい
ない。また、2023/24年度予算にて子どもの参加関連予
算は、前年度と比べ大幅に削減されている37。

また、準国家レベルの予算にも、子どもの参加のため
の特定の予算配分は設定されていない。地方自治体の
予算は、中央政府からの優先目標に関連した交付金に
大きく依存しており、その優先目標に子どもの参加は含
まれていない。これらの制約により、地方自治体の予算
編成において、子どもの参加のための具体的な活動が
組み入れられることが制限されている。

事例研究3: ウガンダ

Save the Children
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国連子どもの権利委員会は一般見解第
12号において、効果的で倫理的かつ有意
義な子どもの参加のための9つの基本要
件を提示した38。

子どもの参加は

1) 子どもに対し、自由に意見を表明する権利
と、意見が正当に重視される権利について、透
明性が高く、有益で、多様性に配慮し、年齢に
適した情報を十分に提供すること

2) 子どもが強制されることがなく、いつでも参
加を終了できるような自主的なものであること

3) 子どもの意見を尊重すること

4) 子どもの生活・経験・知識・能力に関連して
いること

5) 子どもに優しく、子どもが十分に準備できる
よう、十分な時間とリソースを提供すること

6) 包摂的であり、疎外された子どもの参加を
奨励し、差別を避けること

7) 大人に研修を施すことで、子どもの参加を
促すスキルを身につけさせ、彼らに支えられる
こと

8) 安全確保とリスクへの感度を高め、児童虐
待や搾取、その他参加による負の影響を最小
限に抑えるためにあらゆる予防措置を講じるこ
と

9) 説明責任を持ち、経過措置と評価を行うこと

有意義で倫理的な子どもの参加とはどんなものか

3

World Vision
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子どもの参加を既存の構造や制度に組み込
むことは、子どもの権利を実現するための環
境を整える上で重要な要素である。公平で包
摂的な子どもの参加は、全ての子どもの全て
の権利が代表されることを保証する。子どもの
参加が、不定期またはその場限りの取り組み
ではなく、統治や意思決定の構造の持続的か
つ不可欠な要素である場合、子どもは自身に
影響する全ての事柄について意思決定の場
に参加できる。制度に子どもの参加を組み込
むことは、彼らの参加権が政策や統治におけ
る付随的または代替可能な要素ではなく、守
られ尊重されるべき基本的権利であるという
明確な意思表示とみなされる39。

また、子どもの参加の仕組みを効果的かつ継
続的に機能させるために、十分で持続可能な
投資も必須である。更に、子どもの参加が有
意義で包摂的なものとすべく、義務を負う者
は、リソースの配分方法にも注意を払わなけ
ればならない。それには、多くの子どもの参加
を阻む障壁への対処、子どもの参加への支援
の保証、意思決定者を含む大人のスキルと能
力の強化等が含まれる。

本セクションでは、子どもの参加が現在、法
律・政策・プログラム・予算にどう組み込まれて
いるかの分析と事例を基に、子どもがどう参加
したいと望み、どんな障壁を経験しているかに
関して子どもの洞察を活かしながら、国家が子
どもの有意義で包摂的な参加を保証するため
に整備すべき中核的な制度的要素を提示し、
政府予算内に子どもの参加を総合的に統合
するための指針を提示する。

法的・政策的枠組み

子どもの参加権は、子どもの結社・平和的集
会・表現・情報へのアクセス権を付与・擁護す
る、国家（および該当する場合には、準国家）の
法的・政策的枠組みにおいて保証されなければ
ならない。法律と政策は、子どもの参加の仕組
みの形式・構造・運用・評価を規定し、子ども参
加の構造を全てのレベルで開発・強化する、子
ども参加に関する国家戦略や行動計画によって
支えられるべきである。

子どもの参加の仕組み
の主な要素

World Vision
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これらの構造や仕組みには、委員会・子ども議
会・集会・生徒会・オンラインプラットフォーム等
が含まれ、様々な子どもの参加の機会や、子ど
もの声を意思決定者に届ける経路を確立し、多
様な子どもがアクセスできることを保証すべきで
ある。

「特に、様々なレベルの幅広い利
害関係者や、州･中央政府との参
加型コンサルテーションの場をより
多く設ける必要があります」

男の子、ケニア、FGD参加者

予算が明確に示されたプログラム
の枠組み

子どもの参加に予算が充てられるよう、法的/
政策的な枠組み・戦略・計画を明確なプログラ
ムの枠組みに反映させなければならない。こ
れは、プログラムの戦略目標と明確な予算枠
を持つプロジェクトと連動させるべきである。
様々なレベルでの参加を優先させるために、
十分な予算を割り当てる必要がある。

それらのプログラムへの資金提供は、予算サ
イクル全体を通じて追跡すること。予算が十分
に活用されなければ、たとえ十分な資金が割
り当てられても、不十分な結果になり得る。資
金が子どもの生活に変化をもたらすプログラ
ムに投入されていることを確認するため、その
効果を評価すること40。

特定の差別化された活動を伴う予
算

子どもの参加を支援するための資金は、予算
分類システム内で明確に区別され、子どもの
参加のためのプログラム枠組みおよび予算原
則に明確に紐づけられていなければならな
い。これは、政府が他の予算項目や予算コー
ドに沿って、子どもの参加に関する予算配分
や支出を管理するための基礎となる。

戦略目標を達成するための活動が特定の予
算項目や予算コードに含まれずに一般項目と
して追加されたり、包括的な管理単位に含ま
れている場合、子どもの参加に対する支出の
効果や効率性の追跡は非常に困難である。こ
れは特に地方自治体レベルで多くみられ、子
どもの参加が優先されていない場合、予算に
子どもの参加のための活動や割り当てが可視
化されることは見込めない。「子どもの参加の
ための予算の構成要素」は、有意義で包摂的
な子どもの参加を支援するために必要な活動
や予算の割り当ての例を示している。

全てのレベルの当局間の優先順
位付けと調整

子どもの参加の仕組みや構造の実施とリソー
スの確保には、予算削減や緊縮財政から予算
配分を保護することを含め、政府の全てのレ
ベルで子どもの参加のための予算編成と計画
を優先させるという、政府の主要な意思決定
者による徹底した取り組みが求められる。

World Vision
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成功を収めるには、指名された主導機関のも
と、国から地方自治体レベルまで効率的で十
分に調整された制度的な関与、各関連省庁の
利害関係者の積極的な関与、国および地方自
治体の行政官・技術チーム・市民社会組織・民
間部門・子ども自身の関与も必要である。

運用化のためのプロセスと能力

仕組みや構造は重要ではあるが、それ自体は

子どもの参加を包摂的で有意義なものにする

のを保証するものではない。子どもの参加を促

進するプロセスもまた重要である。プロセス

は、子どもに配慮した、子ども主導の手段で、

入手しやすく理解しやすい情報を共有し、技術

的支援を提供し、参加への障壁が厚い子ども

も含めた全ての子どもとの交流や世代間対話

を促進するために、利害関係者の能力を育成

するものでなければならない。これらの活動に

予算が確保されなければならない（「子どもの
参加のための予算の構成要素」を参照）。

「組織は...私たちが当局や会議の
場で効果的に主張できるよう、私
たちにテーマに関する徹底的な研
修やリーダーシップや演説のワー
クショップを提供すべきです」

女の子、ペルー、FGD参加者

国内リソースの動員は、子どもとその参加に対
する投資の最も信頼性が高く、持続可能で、責
任を現地に求められる方法である。政府予算
の資金は一般的に、国内とドナーのリソース、
市民社会、民間部門、多国籍開発銀行の助成
金または融資、あるいはこれらの組み合わせ、
もしくは混合ないし革新的な資金調達によるも
のである。

子どもの有意義で倫理的な参加の実現には、
政府からの献身的な政治的・財政的支援から
成る持続可能な資金源が必要である。

子どもの参加権とより全般的な子どもの権利
の実現には、中核的な2つの要素が不可欠
だ。

全ての省庁と政府の全てのレベルにおい
て、子どもとその参加を明確に優先するこ
と

低・中所得国でこれらのリソースが着実に
増加すること

累進課税は、国内で子どもや家族が直面する
不平等に対処する手段であり、より公平で包
摂的な子どもの参加を保証するための財源を
支えることができる。税制と税務行政の改革と
強化に向けた取り組みは、子どものための手
堅い予算を創出する上で鍵となる要素であ
る。

政府開発援助（ODA）は、多くの国、特に低所
得国や経済が脆弱な国にとって重要な国際的
な資金源となっている。

子どもの権利を実現し、ODAを含む公的資金
に関する国際的な公約を達成し、拡大するた
めには、国際的な公的資金の量・質・影響力を
高めることが急務である。ODAは、その影響
力を熟慮して支出され、子どもの参加と全般
的な子どもの権利のために、子どもを中心に
据えた財政・投資政策を現地が主導できるよ
う、その能力の育成・強化に貢献する形で拠
出されなければならない。

子どもの参加の資金援助

4
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子どもの参加のための予算の
構成要素
子どもの有意義で倫理的な参加の権利を実現するには、包括的な介入が必要であり、その介入
は、国・省庁/地域・地方の各レベルの政府予算に反映されるべきである。予算には、子どもの参
加のための介入に充てる予算は、「戦略的」「動員」「管理」の3つの分類で計上すべきである。こ
の3つの分類は、政府予算に子どもの参加を全体的かつ総合的に組み込むための有益な指針と
なる。

戦略的要素

当該の介入は、各国の法的/政策的枠組み・
戦略・計画と整合性を保ちつつ、子どもの参加
構造を促進・強化することを目的とする。

当該構成要素に該当する考えられる介入例

全てのレベルにおける子どもの参加構造
の開発・強化

保護方針や手続き、リスク評価等、子ども
の参加の仕組みの運用のためのツールや
手段の開発

差別や不平等の影響を最も受ける子ども
を包摂するための戦略の開発

動員要素

当該の介入は、子どもの参加権の行使を支援
し、意思決定者やコミュニティの子どもの参加
の重要性に対する理解を促進し、有意義な子
どもの参加を支援・促進する大人の能力を強
化することに貢献する。

当該要素に基づく介入は、子どもによって優先
づけられた。考えられる例

子どもの権利・法律・政策に関する子ども
が理解しやすい内容の情報の開発

有意義な子どもの参加のための場や機会
を創出・促進するよう、公務員などの意思
決定者・教師・宗教指導者・保護者を含む
大人の能力の強化

子どもの参加の重要性に関する啓発キャ
ンペーン

管理要素

本要素は、子どもの参加の仕組みが包摂的、
利用可能、かつ有意義な方法で機能すること
を保証するために必要なサービス、物資、設
備の提供に関連する費用に関するものであ
る。

当該構成要素に該当する考えられる介入例

包摂的な参加を支援するデバイスやテクノ
ロジー、通訳サービス等、設備やサービス
への資金援助

交通費・保険料・宿泊費

子どもの視点やニーズを踏まえた物理的
な会議スペースの提供または改善
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提言
1. UNCRCに明記の通り、子どもの意見が尊重される権利、および公民・政治的権利を保証する
法的・政策的枠組みを強化すること

子どもに影響を及ぼす問題で、子どもの参加権を明確に認める法律を制定・施行することが不可
欠である。子どもの参加は、憲法で明記・統合され、子どもの権利の実現を支援する全般的政策、
または子どもの参加に特化した特定の国家政策/戦略を通じて義務づけられることができる。法律
や政策は、子どもの参加の仕組みの形式・構造・運用・評価を明確に定めるべきである。

広い視点では、政府は、平和的な集会・結社・表現の自由や情報の入手を求める権利等、子ども
の公民・政治的権利を制約する制限的な法律や規制措置を撤廃すべきである。

2. 公平で包摂的な子どもの参加の構造と仕組みを確立・制度化すること

あらゆる多様性を持つ子どもが、様々な場面で意見・提案・懸念を表明できる、公的かつ包摂的な
構造と仕組みを確立すべきである。これは、地元レベルの子どもの話し合いの場、子ども議会、生
徒会等、物理的な場を設けるだけでなく、オンライン参加のために子どもに配慮した仕組みを整え
ることも含むべきである。これらの仕組みは、子ども主導で、公平・非差別的で、必要な場合に、子
どもの意見を代表する代表者を公正に選出できなければならない。これにより、アイデンティティや
コミュニティが参加の障壁となっている子どもも含め、全ての子どもが参加できるようになる。

政府は、子どものオンブズパーソンや専門委員等の独立した人権機関の設置をはじめ、効果的な
子どもに配慮した苦情処理の仕組みを確立すべきである。

政府は、子どもの参加を国際的に支持し、地域および国際機関が子どもの参加構造を構築・資金
提供するよう促すべきである。

3. 政府の全てのレベルと部門において、子どもの参加の仕組みに投資すること

子どもの参加の仕組みの有効性と継続的な機能性を保証するために、十分で持続可能な投資が
必須である。子どもの参加を支援するための資金は、予算分類システムの中で明瞭に可視化さ
れ、区別されなければならない。

子どもの参加を有意義で包摂的なものにするには、義務を負う者もまた、リソースの配分方法に
気をつけなければならない。つまり、子どもの参加のための予算を多くの子どもの参加を阻む障壁
の解消に充て、また、これまで参加の機会を得ることができなかった子どもの参加を実現するため
のリソースを配分するのを保証しなければならない。
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4. 意思決定に参加するための子どもの能力・自信・知識の強化に取り組むこと

全ての子どもを意見を表明するのに必要なスキル・知識・自信を身につけるよう支援し、子どもが
効果的な参加に必要な情報を提供されるのを保証することは、重要な前提条件である。国のカリ
キュラムの一つとして子どもの権利に関する教育を導入し、生徒会等の学校基盤の参加の仕組
みを確立すべきであるとともに、子どもの能力強化を意図した介入策に資源を割り当てるべきであ
る。

5. 子どもの有意義で倫理的な参加を促し、可能にする大人の能力と意欲を支援すること

子どもと意思決定者との直接的な交流の実現を含め、子どもの声を反映させることの重要性を意
思決定者に認識させ、子どもと関わる大人のスキルと能力を強化する研修を提供することは、子
どもの意見が尊重されるのを保証するために不可欠である。

子どもの参加への障壁を維持させる大人の認識を変化させ、そして、子どもの意見を尊重する文
化を創り出すことに注力すべきである。これは、子どもの参加の重要性を理解し、子どもに配慮し
た形で子どもと有意義に関わり、子どもが自己表現を恐れず行える環境を整備するよう、大人へ
の支援を含む。
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添付資料: 調査方法

本ポリシーブリーフは、2つの補完的なデータ
収集・分析方法に基づく:

本書の作成のため、7カ国154人の子どもとの
コンサルテーションが実施された。コンサル
テーションは、エルサルバドル、インドネシア、
ケニア、ペルー、フィリピン、セネガル、ウガン
ダのJoining Forces機関の各国チームによっ
て実施された。12～17歳の子ども10～12人に
よる2つのFGDが、7カ国全てで実施された。
グループは、地方や都市部の子ども、参加経
験の異なる子ども、障害を持つ子どもなど、
様々な背景を持つ女の子と男の子で構成され
た。インドネシア以外の国では、グループは
ジェンダー別に分けられた。

活発で創造的で包摂的な議論を促すために、
子どもに配慮した様々なツールや活動が採用
された。子どもは、自身が関与する仕組み・希
望する参加方法・直面し得る参加への障壁・
参加に関する現状改善のために提案する解
決策や行動に関して、様々な誘導的質問を受
けた。

全ての子どもにコンサルテーションの目的を説
明し、参加への同意を求めると同時に、保護
者のインフォームド・コンセントも得た。コンサ
ルテーションは、参加者の安全・権利・尊厳・
幸福を保証する倫理的調査指針に従って実施
された。

子ども参加に関する法的・政策・予算分析は、
子どもとのコンサルテーションが実施された3
カ国（エルサルバドル、ペルー、ウガンダ）で実
施され、子どもの参加が実際にはどう予算化
されているかを明らかにし、好事例を挙げ、

ギャップや課題を特定することを目的とした。
国は以下の基準に基づいて選定された。 

- 子どもの参加に関する法的・政策的な枠組み
の有無

- 子どもの参加に伴う政府の費用や予算に関
する情報の有無

- 子どもの参加の仕組みが確立・概説されてい
る

分析は、各国の公務員やNGO職員へのイン
タビュー、オンラインの公式統計（入手できた
場合は国家・準国家で承認された予算）、法
的・政策的枠組み、二次文献等、各国の様々
なデータソースに基づき、行われた。分析は国
家と準国家レベルで行われ、1）法律・政策・公
共計画の分析、2）子どもの参加構造の分
析、3）各国の政策的枠組みと子どもの参加構
造に基づく予算分析、が含まれた。

制限事項として、予算の細分化や詳細データ
の欠如により、国・準国家レベルの双方で、詳
細なコスト分析や、子どもの参加に対する公的
支出の特定・追跡を行うことが不可能であっ
た。また、規範・政策枠組みの実施状況に関
するデータや報告書も欠如していた。
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Forces 事務局の支援を受けて行われた。分
析は、独立コンサルタントの Ludmila Santa 
Cruz により実施された。
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を割いて意見や経験を共有してくれた子ども
一人ひとりに感謝したい。

JOINING FORCES
For All Children

Save the Children

「子どもたちを議論の場に: 子どもの参加する
権利への投資」は、Joining Forcesの成果物
である。

Joining Forcesは、子どもの権利を保障し、
子どもに対する暴力の根絶のために活動する
6つの大規模な国際NGOの連合である。

本ポリシーブリーフの策定は、Save the 
Children の Amanda Brydon と Alison 
Wright が主導し、
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